
誰
誰

地
域
で
守
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、こ
の
広
報
に
て
耕
作
放
棄
地
の
解
消
事
例
等
を

紹
介
し
、町
民
の
皆
様
と
一
緒
に
解
消
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、皆
様
の
ご
知
恵
等
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
ご
提
供
下
さ
い
。

※ 

耕
作
放
棄
地
と
は
…
過
去
1
年
間
以
上
耕
作
さ
れ
た

こ
と
が
な
く
、今
後
も
耕
作
す
る
意
思
の
な
い
農
地
。

遊
休
農
地
。

し
、規
模
縮
小
や
離
農
が
進
み
、農
地
を
受
け
る
担
い
手

が
い
な
く
な
っ
て
い
る
状
況
下
で
、土
地
条
件
が
悪
い
農

地
を
中
心
に
、耕
作
放
棄
地
が
増
大
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。ま
た
平
野
部
へ
も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

※
耕
作
放
棄
地
対
策

耕
作
放
棄
地
の
増
加
は
、地
域
の
景
観
を
損
な
う
だ

け
で
な
く
、病
害
虫
の
温
床
や
有
害
鳥
獣
の
隠
れ
場
所

と
な
る
等
、近
隣
の
農
作
物
へ
の
被
害
を
及
ぼ
し
、ひ
い
て

は
そ
の
地
域
全
体
の
活
力
に
も
悪
影
響
を
与
え
ま
す
。

さ
ら
に
、耕
作
放
棄
地
の
増
加
を
放
置
し
て
お
く
こ

と
は
、農
業
生
産
の
減
少
に
よ
る
食
料
自
給
率
の
低
下

や
農
地
の
多
面
的
機
能
の
維
持
増
進
が
困
難
に
な
る
な

ど
、多
く
の
問
題
の
発
生
に
つ
な
が
り
ま
す
。こ
の
た
め
耕

作
放
棄
地
の
発
生
抑
制
や
解
消
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

り
ま
す
。

※
町
民
の
皆
様
の
お
知
恵
を

　
貸
し
て
下
さ
い

今
後
和
水
町
と
し
て
も
耕
作
放
棄
地
を
解
消
す
る
こ

と
は
、重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す
。地
域
の
農
地・農
業
は

農
地
が
荒
れ
果
て
、中
に
は
木
や
小
竹
が
生
い
茂
っ
て

山
と
化
し
、そ
の
多
さ
に
は
想
像
以
上
で
あ
り
ま
す
。か

つ
て
子
ど
も
の
こ
ろ
田
畑
と
し
て
耕
さ
れ
て
い
た
美
し
い

田
園
風
景
は
、今
や
生
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、国
内
の
耕
作
放
棄
地
は
38
万
ha
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

和
水
町
で
も
、前
年
度
耕
作
放
棄
地
を
調
査
し
た

結
果
、面
積
は
４
９
０
ha
で
し
た
。（
町
全
体
農
地
の
18・

３
％
）

そ
の
中
で
、も
と
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
農
地

は
85 

ha
、残
り
の
４
０
５
ha
は
山
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
な
農
地
で
し
た
。今
の
ま
ま
で
は
益
々
増
え
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

※ 

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
耕
作
放
棄
地
が

　
多
く
な
っ
た
の
か
？

理
由
は
様
々
で
す
が
、「
米
を
作
っ
て
も
農
機
具
代
に

も
な
ら
な
い
」、「
高
齢
化
等
に
よ
る
労
働
力
不
足
」、「
土

地
条
件
が
悪
い
」、「
農
地
の
受
け
手
が
な
い
」等
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。

農
業
従
事
者
の
主
力
を
担
っ
て
き
た
世
代
が
高
齢
化

が
守
る
耕
作
放
棄
地
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有害鳥獣への被害対策事業の紹介

問い合わせ先　本庁 経済課 林務耕地係(内線556)／総合支所 経済課 林務耕地係(内線731)

　和水町では近年増加している有害鳥獣（イノシシ）への被
害対策を推進するため、農産物への被害対策の事業内容
を追加、拡大し対策を行っていきます。詳しいお問い合わせ、
お申し込みは本庁経済課若しくは三加和総合支所経済課
までお願いします。

　農林作物の被害に対する自己防衛を推進するため、総事業費の30％以内の経費
を補助します。補助金額の上限は30万円です。
　導入機械の内容、規模は経営面積、拡大計画面積などと整合性があることを根拠
とします。

　農林作物の被害に対する自己防衛を推進するため、総事業費の30％以内の経費
を補助します。補助金額の上限は30万円です。
　導入機械の内容、規模は経営面積、拡大計画面積などと整合性があることを根拠
とします。

■電気防護柵及び防護柵（フェンス）の設置に対する補助

　農林作物の被害に対する自己防衛捕獲を推進するため、総事業費の20％以内の
経費を補助します。補助金額の上限は1万円です。
　ただし「わな猟免許」の所有者に限ります。

　農林作物の被害に対する自己防衛捕獲を推進するため、総事業費の20％以内の
経費を補助します。補助金額の上限は1万円です。
　ただし「わな猟免許」の所有者に限ります。

■箱罠の製作及び購入に対する補助

　農林作物の被害に対する自己防衛捕獲を推進するため、無償で箱罠の貸出しを
行っています。箱罠の貸出しは1人1基を限度とし、「わな猟免許」の所有者のみ申請を行
うことができます。（ただし、数に限りがありますので、先着順とさせて頂きます）
　その他貸出しについては一定の規則を設けています。

　農林作物の被害に対する自己防衛捕獲を推進するため、無償で箱罠の貸出しを
行っています。箱罠の貸出しは1人1基を限度とし、「わな猟免許」の所有者のみ申請を行
うことができます。（ただし、数に限りがありますので、先着順とさせて頂きます）
　その他貸出しについては一定の規則を設けています。

■わな猟免許所持者への箱罠の無料貸出し

　有害鳥獣の被害が深刻で、自己防衛したにも関わらず被害が生
じる地域については、地域の猟友会により編成している駆除隊へ、和
水町から有害鳥獣の捕獲を依頼します。
　その際は、町職員が被害現場を確認した上で駆除隊と協議し、対
策が必要と判断された場合、箱罠を仕掛けるなどの対策を行います。
※必ず捕獲できるとは限りません。

　有害鳥獣の被害が深刻で、自己防衛したにも関わらず被害が生
じる地域については、地域の猟友会により編成している駆除隊へ、和
水町から有害鳥獣の捕獲を依頼します。
　その際は、町職員が被害現場を確認した上で駆除隊と協議し、対
策が必要と判断された場合、箱罠を仕掛けるなどの対策を行います。
※必ず捕獲できるとは限りません。

■有害鳥獣の捕獲
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